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保険料

※具体的な保険（補償）期間および保険料の払込方法につきましては、加入申込書にてご確認ください。

残りの期間

補償プラン

50％補償プラン
70％補償プラン

24,590円
29,370円

一括払い
保険料

分割払い

11回
9,240円
9,560円

初回 保険料

1,690円
2,180円

2回目以降 保険料 払込回数

右記



【保険金請求先】
〒720-0043 広島県福山市船町7-25 ケイエースビル4階　
株式会社FPC 保険金請求係 宛
※傷病の程度等に応じて、診断書や検査結果表等の提出が必要となる場合があ
ります。その場合には、当社よりご連絡いたしますので、まずはご請求ください。

動物病院にて診療費を一旦お支払いいただいた後、保険金請求

ださい。必要書類の到着後、原則 30 日以内にお客さまご指定
の口座へ保険金を振り込みます。

郵送による保険金請求

保険金のご請求方法

こちらは保険金の請求方法の概要のご案内になります。詳細につきましては、契約時にお渡しする書面「保険金の請求方法について」でご確認
ください。また、保険金の請求方法は、当社ホームページにおいてもご案内しておりますので、そちらでもご確認いただけます。

アプリでの保険金請求にも対応

この保険は、ペット保険の保険金請求スマート
フォンアプリ「アニカル（※1）」に対応していま
す。「アニカル」は、診療明細書や保険証券の
書面送付は不要（※2）で、スマホで簡単に保険
金を請求できるアプリです。利用方法等につ
いては、右の QRコードからWeb にアクセス
（※3）の上、ご確認ください。
※１「アニカル」は、株式会社アニマライフが提供する保険金請求アプリです。
※２ご請求内容によっては、原本（書面）の提出が必要となる場合がございます。
※３リンク先は、株式会社アニマライフのWebサイトとなります。

全国すべての動物病院に対応しています。
日本国内の動物病院（獣医療法に定める診療施設）であ
れば、お客さまの状況やご都合にあった動物病院をご利
用いただけますので、外出中やご旅行中の急なトラブル
で、かかりつけ医ではない動物病院で治療を受けても
保険金請求が可能です。

保険金のご請求は、通院ごとに行うことも、まとめて行う
ことも可能です。ペットの病気・ケガの治療中、治療後を
問わずお客さまのご都合にあわせてご請求ください。
ただし、保険金を請求する権利には時効があり、診療日
の翌日から起算して3年が経過した場合、保険金を請求
する権利そのものが消滅しますので、ご注意ください。

「ファーストほけん」の保険期間満了後は「フリー
ペットほけん」へ自動更新となります。
継続契約の保険料と契約内容等については、ファース
トほけんの満了日の２ヶ月前までに継続契約のご案内を
書面にて送付しますので、そちらでご確認いただけます。
また、「フリーペットほけん」の詳細（保険料、重要事項説
明書や約款等）については、当社ホームページ
（https://www.fpc-pet.co.jp/）でもご確認い
ただけます。保険金の請求はいつすればよいですか？

対応していない動物病院はありますか？ 2年目以降はどうなりますか？

引受少額短期保険業者


